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公私協働は近年の日独公法学で関心を惹いているテーマの一つ

これまでは従来公的主体(国や地方公共団体)が担っていた事務の

私的主体への移転がメイン 例.公立病院等の指定管理

これに対し交通分野(日本)では従来私的主体が担っていた社会的

機能(交通役務)への公的主体の関与が課題

これを具現化したものが改正地域公共交通活性化再生法

(1条の目的規定に自治体・交通事業者・地域主体等の「地域の関係
者」の「連携と協働」を追加)



奈良県北(奈良市・生駒市)の
奈良交通路線バス再編問題



地図は左:https://uub.jp/map/  右:マピオンより



奈良交通による奈良県北再編案の内容
奈良市:計15路線 2021.8:協議申し入れ※
生駒市:計5路線 2022.3:協議申し入れ(2路線は両市に跨る)
(京都府木津川市:計3路線 2021.12協議申し入れ)

※:「今後の収支均衡を前提とした運行継続のための協議の
お願い」≠運転士不足による減便廃止

奈良県北のバス路線再編の特徴
・都市部バス路線も対象
・ニュータウン路線4路線・奈良市街中心部路線7路線・郊外路線7
路線と多岐にわたりまた多数
・対象には利用者が多い路線も含まれる(1日500人以上)



生駒市協議対象路線図



現状運行維持に向けての取組

・生駒市・奈良交通・住民による「3者協議」の提案・採用

・「生駒の公共交通を守る会」の結成

・生駒市と奈良交通に対して様々の要望

生駒市に対しては
他の自治体で実施されている様々な利用促進策の提案

継続的財政支援制度(欠損額補助→バス車体購入補助)の創設、公共車両優先

システムの導入、駅前一般車流入規制、バス利用者への特典付与(買い物

サービス等)、ふるさと納税の活用、車内広告出稿、バス停ネーミングライツ、バス

停駐輪場設置、公共交通マップ作成、学校出前交通授業、市内事業所にノー

マイカーデー呼びかけ、市施設でのバス時刻表掲出、交通シンポジウム開催等



沿線での取組
・乗車促進ポスターの掲出

・バス接続電車時刻表の全戸配布

・「バス問題ニュース」の配信・配布

・HP・ブログ・SNSによる発信

・市議会議員に委員会でバス問題を年間調査テーマとするよう要望・採用

・「公共交通問題シンポジウム」の連続開催

第1回(2023.12)宇都宮浄人関西大教授による基調講演

第2回(2024.1)対象沿線関係者(議員中心)によるパネルディスカッション

第3回(2024.3)加藤博和名古屋大教授による基調講演

第4回(2024.5)金剛バス沿線議員・自治会長による報告





生駒市の従来の公共交通政策
・一部地域でのコミュニティバス運行が大宗を占めており路線バス

に関する施策は皆無

・予算額も少ない(今年度当初予算は4575万円・歳出の0.11％)

・バス問題表面化後の

生駒市の今年度の施策→

加えてバスポスターコンクール



この度の奈良県北協議対象路線のほとんど(計18路線中15
路線)は市内完結路線

→国や県による補助の対象外

→市町村による路線バスに対する姿勢の差が顕著に出る

奈良市:今年度から東部郊外4路線に対し補助を開始

生駒市:制度的補助は皆無

金剛バス一部路線や奈良県北ニュータウン路線のように

利用者数が多い路線も危機に立つ現状では?

問題点:交通政策はするかしないかが基本的には自治体

の任意



10月26日

(生駒の公共交通を

守る会記者発表)

翌日に生駒市HP

トップページに

出された声明



奈良交通提出資料(情報公開請求により判明)



公共交通政策の転換に市民団体は寄与し得るか?

自治体により公共交通政策に対する姿勢は様々ー問題の出発点
公共交通政策に消極的な自治体の政策転換は可能か？そして市
民団体はこれに寄与しうるか?
公共交通問題は行政・交通事業者そして市民の三位一体で取り組まないと解

決しない性質のもの しかし「市民団体」には様々の障害が

1.公共交通問題シンポジウム

上記の公共交通問題の性格から、まずは市民の意識の変革が必要

特に生駒市奈良市は大阪のベッドタウンなので交通問題に対する

住民(行政も)の意識が奈良県南部と比べると希薄

住民の意識が高まらないと行政も動かない

→そのための試みが公共交通問題シンポジウム



この公共交通問題シンポジウムはもともと生駒
市に対して提案していたもの

しかし生駒市は「実施済」として行なわず

→こちらで実施することになる

しかし市民団体主催による様々の困難が・・



12月21日生駒市長記者会見



・この公共交通問題シンポジウムは当初、専門家や公共交通政策

先進自治体を招くことを予定

しかし自治体関係者の招聘は難航

実現したのは専門家と関係議員・住民の登壇

・最近各地で開かれている公共交通問題シンポジウムは多数の参加

者ー行政が主催者

これに対し市民団体主催なので十分な広報が行なえず

・バス問題は金剛バスの一件以降社会問題化したが実際の市民の

関心はいまひとつ

バス利用者でも対象路線とそれ以外の路線とでは明らかな温度差



2.市民提案の実現の困難

前記のように他自治体の実施例をもとに生駒市に対して様々の

公共交通施策の提案

しかしほとんど採用されず

採用されたのは学校出前授業と公共交通マップの作成・転入者へ

の配布のみ

3.3者協議の機能不全

行政・交通事業者・住民の協働の求められる公共交通問題について、

解決のための施策を提案し、その実施に際し障害となる事柄を洗い

出しその当否を議論して決定していく場とするのが提案した趣旨



中部運輸局「活発で良い議論ができる会議のために。」



しかしうまく機能せず

・生駒市はあくまで「市民でできること」の議論の場として位置付け

→専ら行政や奈良交通がするべきことは議題として取り上げられず

(これはコンサルタントが入った第3回から顕著に)

・減便による解決(市は何もしなくてよい)を当初から志向していた生駒

市は市が主体となって取り組む施策に消極的

(イベント系には積極的)

・多数の市民が参加して市に対する批判が多数出た第4回以降は

開催場所が変わり従来からの議論の継続性が保てず

・開催の告知が市ホームページのみで一般市民には周知されず

場所を変えた第5回は自治会役員以外の一般市民参加者は1名

のみ



以上の経験から得られた知見

市民団体による政策提案は困難を極める
「公私協働」は従来の「公的」責務は専ら行政主体が取り組む
ものという考えが行政需要の増大と近年の行政リソースの限界
から貫徹できなくなり、社会的課題に対し公的主体・私的主体が
共に取り組むことを目指すもの
特にこれは改正法により「地域関係者の協働」が求められている
公共交通問題において求められている
上の「行政リソースの限界」には人的財政的限界のみならず
「情報の限界」、即ち行政主体が収集保有している情報には限界
があり社会に広く散在する情報の収集・受容が適切な政策判断
のためには不可欠という意味も含まれている(のだが・・)



市民団体がその目指す目的を達成するためには政策協働団体で

はなく圧力団体になってしまうのには理由があるのでは?

行政が部内でした判断をそのまま遂行するには市民団体は障害

でしかない

特に今回のケースでは市がバス会社と協議して減便廃止の方向に

進めようとしていたところ、市民アンケートの実施によりこれが広く

市民に知られるに至って問題が大きくなりそうはいかなくなったと

いう経緯がある⇒市民団体はノイズとしての存在

⇒その政策提案も鑑みられることはない

如何に担当職員に交通問題を「自分事」として考えて頂くか

(これは住民も同様)



附・情報公開の問題
奈良交通の路線再編が問題となっている奈良市生駒市木津川市

のいずれでもバス問題の公表は遅れている 金剛バスも同様

情報公開は市民の判断の前提では？ (秘匿の必要ある場合は否定しないが)

奈良市:奈良交通協議申入(2021.8)

→2022.3の市議会での議員質問により判明→翌日新聞報道

生駒市:奈良交通協議申入(2022.3)

地域公共交通活性化協議会(2022.6)

申入の事実のみ報告されるも具体的再編案の内容は

明らかにされず

市民アンケート(2022.10)→市民・市議に広く知られるに至る



木津川市:奈良交通協議申入(2021.12)

地域公共交通総合連携協議会に再編案提案、了承

(2023.11)

市民に公表(2023.12)→騒ぎに、市民説明会

Vgl.金剛バス関係4市町村

金剛バスより事業停止の申入(2023.5)

富田林市交通会議などで4市町村地域公共交通活性化協議会の

設置検討(2023.7)

金剛バス事業停止発表・報道(2023.9)

公表が遅れた理由:発表により運転士の逸走が生ずるため



生駒市ではバス問題検討のために特に地域公共交通活性化協議会

の下に分科会を設けるも初回会合(2023.8)に会議の非公開決定

理由は市情報公開条例の不開示事由に該当するためとのこと

(法人情報・意思形成過程情報)

具体的には奈良交通財務情報・「率直な意見交換が不当に妨げられ

るおそれ」の存在

しかし従来の路線存廃の議論ではこうした企業の財務状況は必ずしも議論

に提出されず・また奈良交通は非上場企業なれど有価証券報告書提出

団体なので相応の財務情報は既に開示されている

また後者はこれまでの判例に照らすと不当に広く不開示事由を解釈

(単なる可能性では足りず具体的な蓋然性の存在が必須)

昨年11月に分科会公開の申入⇒以後開催されず
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